
職域のための
感染症対策ガイド

2020 Feb.

新型コロナウイルス関連

令和３年１月度 
安全衛生委員会資料 
産業医        西川菜摘



夏バテとは？一般的な検査の解釈
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PCR検査 ウイルスの遺伝子(RNA)を増殖させて検出。
ウイルスを検出できるのは高くても70％程度と言わ
れている。感染力のないウイルスが残存しているだけ
でもRNAを検出し、陽性になることがある。(偽陽性)

抗原検査 ウイルスの一部を検出する。
見逃し(偽陽性)の危険性があり、陽性となる確率は37
～66％。

抗体検査 ウイルスに対する体の免疫反応によって生じた抗体を
調べる。
過去の一般的なコロナウイルス(風邪)への感染でも陽
性になる可能性がある。(偽陽性)

■偽陽性とは
感染していない、あるい
は感染力のないウイルス
が残存しているだけでも
陽性になることがある

ウイルスが存在して
いても陽性にならな
いことがある

引用文献：OHサポート企業向け新型コロナ対策情報バックナンバー
http://www.oh-supports.com/corona.html

「陰性」だからといって
「新型コロナウイルスに

感染していない」
との証明にはなりません



夏バテとは？各検査の特徴のまとめ
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PCR検査 抗原検査 抗体検査

検体採取部位 鼻・喉の粘液、
喀痰・唾液

鼻・喉の粘液、
喀痰・唾液

血液

感染状況 現在 現在 過去

陽性の場合 感染している 感染している 他のコロナウイルス感
染の可能性がある

陰性の場合

精度 7割程度 PCR検査より
劣る

精度にばらつきがある

課題 結果が出るま
でに時間がか
かる(半日程
度)

感染している
のに陰性にな
る割合が高い

感染していなくても陽
性になることがある

感染を否定できない



夏バテとは？陰性証明について
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ビジネス渡航目的など健常者（濃厚接触者を除く）に
検査を実施する場合は、原則的に自費診療となります

PCR検査で陰性
だからと言って

「感染していない」
ことを完全に証明す
るものではありませ
ん！安易に陰性証明

を求めず、
従業員の自由意志に
ゆだねましょう

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf



適切なタイミング

新型コロナウイルスの感染者が出たことについて適切なタイミングと内容で対外的に発表

しなければ、直接の取引先に対する信用低下、地域住民の不安、株価への影響などを招く。

取引先への対応

直接の取引先などで濃厚接触者が想定されるような場合には、ただちに取引先にその旨を

伝えて今後の対応を協議しなければならない。

報告の義務

ビルや建物の所有者や管理者に対しても、ただちに報告を行う必要がある。

→消毒作業の実施や今後の施設利用について検討する必要があるため。

個人情報の取り扱い

報告内容としては、濃厚接触者の特定や感染経路確認との関係で「誰」が感染したかとい

う情報も必要になる。この場合でも個人情報の取扱いについては十分に配慮するとともに、

先方の担当者にもその旨を伝え、情報は限られた範囲で取り扱う必要がある。

■対外的発表の留意事項

個人情報の保護について

引用文献：個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_2.pdf 13



夏バテとは？個人情報の保護について Q＆A
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同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、
社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ない。
また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても当該
事業者内での２次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には
本人の同意を得る必要はない。

当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した
利用目的の範囲を超えていたとしても取引先での２次感染防止や事業活動
の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には本人の同意
は必要ない。

Q1.社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。
社内公表する場合の注意点は何か？

Q2.社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられ
る取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取
ることが困難なのだが提供することはできるか。

引用文献：社員・従業員が新型コロナに感染した際の労務対応チェックリスト
https://www.businesslawyers.jp/articles/767



保健所が、感染症法第 15 条第１項に基づく積極的疫学調査のため事業者に
対し新型コロナウイルスに感染した社員の勤務中の行動歴の提供を依頼して
いる場合には当該情報の提供に当たり本人の同意は必要ない。

Q3.社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から積極的疫学調
査のためとして当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼があった。
社員本人の同意を取ることが困難なのだが提供することはできるか。

個人情報の取り扱いには
十分注意しましょう！！

個人情報の保護について Q＆A

引用文献：社員・従業員が新型コロナに感染した際の労務対応チェックリスト
https://www.businesslawyers.jp/articles/767
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夏バテとは？STOP！コロナハラスメント
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引用文献：法務省/新型コロナウイルス感染症に関連してー不当な差別や偏見をなくしましょうー
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

公的機関の提供する正確な情報を入手し、

冷静な行動に努めましょう。

相談窓口

•みんなの人権110番(全国共通人権相談ダ

イヤル)               ☏0570-003-110

•子ども人権110番(全国共通通話料無料)

☏0120-007-110

•女性の人権ホットライン(全国共通)

☏0570-070-810

•外国語人権相談ダイヤル

☏0570-090-911

新型コロナウイルスに対する不安でス
トレスが高まり、気持ちに余裕がなく
なると、イライラしたり攻撃的になる
可能性があります。リラックスできる
環境を整えてみましょう。

新型コロナウイルス感染症に対する
誤解や偏見により、感染者やその家
族、医療従事者、感染者が発生した
事業所などに対する誹謗・中傷、差
別といったハラスメントが発生して
います！




